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社会資本整備審議会道路分科会第５０回基本政策部会及び 

交通政策審議会交通体系分科会第２回物流部会合同会議 

平成２７年８月２１日 

 

 

【谷口物流政策課企画官】  皆様、おはようございます。定刻となりましたので、ただ

いまから社会資本整備審議会道路分科会第５０回基本政策部会及び交通政策審議会交通体

系分科会第２回物流部会の合同会議を開催いたします。 

 委員の皆様方には、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがと

うございます。本日の合同部会では各小委員会からの報告を踏まえまして、合同部会にお

ける審議の中間取りまとめについての議論を予定しておりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 まず、お手元の資料を確認させていただきます。本日の資料は、議事次第中の配付資料

一覧に列挙してあるとおりでございます。もし、配付漏れ等がございましたら、挙手にて

事務局にお知らせいただければ幸いでございます。 

 また、両部会の運営規則によりまして、この合同会議につきましては原則として議事及

び議事録の公開をすることになっており、議事録は委員の皆様のご確認をいただいた後に、

会議資料とともにホームページで公開することとなっております。 

 なお、本日は社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会総員１２名中７名、交通政策

審議会交通体系分科会物流部会総員１５名中１０名の委員にご出席をいただいておりまし

て、それぞれ社会資本整備審議会令第９条第３項及び交通政策審議会令第８条第１項によ

る定足数を満たしておりますことをご報告いたします。 

 それでは、開会に当たりまして羽尾物流審議官及び道路局長からご挨拶を申し上げます。

それでは、物流審議官、お願いいたします。 

【羽尾物流審議官】  どうも皆さん、おはようございます。本日はご多忙の中、第２回

の物流部会にお集まりいただき、まことにありがとうございます。 

 この合同部会は４月３０日に第１回を開催させていただきました。たくさんのご意見を

賜りながら、その後小委員会を２つ設けまして、合同の小委員会という形でそれぞれ４回

ずつ精力的にご議論を賜りました。本日は、先ほど司会からお話し申し上げましたように、

小委員会の報告としてまずそれを承った上で、この部会としての議論を進めていただける
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という段取りとなっておるところでございます。 

 その意味で、本日は私どもからも、そして、小委員長あるいは代理から、その小委員会

での審議の経過をきっちりとご説明申し上げ、そして、部会のお立場で広い観点から、ま

た両報告を合体した上での中間取りまとめという感じで、全体の観点からさまざまな視点

に立ったご議論、ご意見を賜りたいと思っております。 

 そして、今後につきましては、本日の中間取りまとめの内容を踏まえながら、当面はま

ず概算要求あるいは税制要望などに国交省としてできることを反映していきたいと、この

ように思っております。さらに、秋以降につきましても、引き続きこの中間取りまとめな

どを踏まえながら、例えば制度見直しのあり方の検討、さらにこれまで小委員会で十分に

議論ができていなかったとされている分野や課題といったものについても幅広い議論をい

ただいて、物流政策の基本的な方向性につきまして、大きなビジョンとして年末に向けて

取りまとめのプロセスを踏んでいきたい、いただきたいと考えているところでございます。 

 いずれにしましても、本日お集まりの委員の皆様におかれましては、どうぞ忌憚のない

ご意見を賜り、活発な意見交換をいただきながら、ご指導いただければと思っております

のでどうぞよろしくお願い申し上げます。 

【谷口物流政策課企画官】  続きまして、森道路局長、お願いいたします。 

【森道路局長】  おはようございます。朝早くから皆様方、遠いところに足をお運びい

ただきましてありがとうございます。私は今月の頭から道路局長を拝命してやらせていた

だいております森でございます。今後ごひいきにしていただければと思います。もともと

道路行政という立場からこの物流に係る、今、進め方につきましては審議官からお話しい

ただきましたので、道路行政としてどういう取り組みをしていくべきなのかというところ

を少しご紹介、あるいはご説明させていただければと思いますが、もともと物流というの

は人流とともにあらゆる今の社会経済活動を反映するものという形で私は理解をしており

ます。 

 これから、例えば品目がどのように海外で展開をし生産されていくのかというようなこ

とも、実は物流量あるいは物流のされ方に大きな影響が出てまいりますし、あるいはこれ

からの都市構造、あるいは地域の例えば高齢化といったようなことについても、あらゆる

ものが全て物流、人の流れあるいは物の流れに反映されるものと理解をしております。当

然、原油の値段だとか、あるいは車体の値段といったようなことも当然のことであります

し、あらゆるものが物あるいは人の流れに反映されて、今後の将来に結びついていくもの
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と理解しておりますので、私どもとしても一生懸命、今回のご議論あるいはこれからまた

皆さんからいただくご示唆を踏まえて、しっかりと対応させていただければと思います。 

 いずれにしましても、渋滞対策や、あるいは今これから展開していこうとしております

ＥＴＣ２.０というＥＴＣの次の進化版モデルでございますが、そういったもの、そして、

運転の技術のサポートといったようなことも含めまして、しっかり行政として当面対応で

きるものはやらせていただきたいということをお話しさせていただいて、ともに皆様方に

忌憚のないご意見をさらにまたいただければということでの冒頭のご挨拶とさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【谷口物流政策課企画官】  本日は２つの部会の合同開催となっておりますが、本日の

議事進行につきましては物流部会長の野尻部会長にお願いしたいと思います。 

 それでは、報道関係の皆様におかれましては、事前にお知らせしておりますとおり、こ

れより先はカメラ撮影についてはご遠慮いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、野尻部会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

【野尻部会長】  野尻でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきます。議事の１は「今後の物

流政策の基本的な方向性等について」、関係する基本政策部会・物流部会における審議の中

間取りまとめ（案）についてでございます。まず、初めに中間取りまとめ（案）のポイン

ト及び各合同小委員会における中間取りまとめにつきまして事務局からご説明をいただき、

その後、合同小委員会ごとに委員より補足をいただきたいと思います。 

 なお、補足につきましては、物流小委員会及び物流体系小委員会の根本委員長が本日欠

席でございますので、物流小委員会・物流体系小委員会については岡田委員から、また、

物流小委員会・物流サービス小委員会については苦瀬委員からお願いしたいと思います。 

 それでは、まず事務局からご説明をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

【島田物流政策課長】  それでは、お手元の資料に基づきましてこれまでの審議経過等

につきましてご報告を申し上げます。カラーのＡ４の横長の資料で、まず全体構成をご説

明さしあげたいと思います。 

 今しがた野尻部会長からもご説明がございましたとおり、今回の審議に当たりましては

２つの小委員会に分かれてご審議をいただいておりました。その２つの小委員会の報告を
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合体させて、この部会としての中間取りまとめにしていただこうと考えてございます。ま

ずは、その合体した全体像をご説明した上で、その後両小委員会の具体的な報告内容につ

いてご説明さしあげたいと思います。 

 カラーの資料でございます。大きく２つの構成にしてございます。左半分に物流が現在

直面する課題等について整理をしてございます。順にご説明申し上げますと、まず、「人口

減少・少子高齢化」でございます。特に物流の分野におきましては、中高年層への依存度

が非常に高いと。トラックドライバーをはじめとして平均年齢がかなり高うございます。

今後、中高年層の退職等に伴って深刻な人手不足に陥るおそれがあるというふうなことが

懸念されてございます。その一方で、過疎地等におきましては、配送効率が大幅に低下し

て、日用品の入手にも支障を来すおそれが出てきているのではないかということでござい

ます。 

 ２つ目には、「国際競争の激化」でございます。特にアジアの成長を背景といたしまして、

その地域での物流需要は非常に伸びてきてございます。そういった物流需要の成長を取り

込み、アジア物流圏全体の効率化を進めていく必要があるのではないかということでござ

います。 

 ３つ目に「技術革新」でございます。あらゆるものがインターネットに接続をするＩｏ

Ｔという時代が到来をしてございます。さまざまな産業で第４次産業革命といった動きが

活発化をしている中で、そのような技術を物流分野に積極的に取り込んでいく必要がある

というものでございます。 

 ４つ目に「災害リスクの高まり」でございます。これもご案内のとおり、首都直下地震

あるいは南海トラフ地震の発生の確率が非常に高いという発表もしてございます。そうい

った中で物流網が寸断した場合には資源・エネルギーあるいは食料等の供給停止といった、

非常に地域経済に大きな影響があるということでございます。 

 ５つ目には「地球環境問題・エネルギー制約」でございます。地球温室効果ガスの排出

の削減ということを物流の分野でもしっかりと取り組んでいく必要があるということでご

ざいます。 

 最後に、「荷主・消費者ニーズの高度化・多様化」という観点でございます。国際競争の

激化あるいはネット通販の拡大等々によりまして、非常に物流に対するニーズが高まって

おります。そういったことにどのように応えていくのかという観点でございます。 

 そういったさまざま直面する課題に対しまして対応する際には、これまで我が国でつく
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ってきておりますさまざまな計画内容、例えば国土のグランドデザインですとか、あるい

は国土形成計画、社会資本整備重点計画、交通政策基本計画といった物流に密接に関連す

る諸計画としっかりと連携を図り、それらを承継してさらに深化させていくということが

必要ではないか。特に各関係省庁と連携してつくっております総合物流策大綱などもしっ

かりと踏襲しながら、どのような方向性を今後打ち出していくのかということ、観点が重

要であるということでございます。そういったことを踏まえまして、将来の物流のあるべ

き姿を見据えた中長期の物流政策を確立していく必要があるというふうな課題認識を持っ

てございます。 

 そういった認識のもとに、右半分でございます、今後の物流政策として大きく２つの方

向性を打ち出しているところでございます。１つは「潜在的輸送力を最大限に引き出す」

ということ、もう１つは「新たな連携で課題解決力を強める」ということでございます。

特に、社会資本のストック効果を最大化させていこう、あるいは物流システムをさらに高

度化していこうとする場合に、今まだ使い切れていない輸送力があるのではないかと。そ

ういったものをしっかりと使い切る、最大限に引き出すということを念頭に置きながら、

具体的な施策を講じていくというふうなことに取り組んではどうかということでございま

す。もう１つは、関係者間の連携ということで、やはり物流につきましては、今後さまざ

まな関係者の方に協力をしていただくことが非常に重要になってくるのではないかという

ことでございまして、パートナーシップをしっかりと構築した上で、さまざまな方の協力

を仰ぐ。そのためには広く国民の皆様に物流に関するＰＲをしっかりとし、理解と協力を

いただく必要があるのではないかということでございます。 

 そういった２つの大きな方向性のもとに、具体的な施策として例えば以下のようなもの

を掲げさせていただいております。賢く使って生産性を向上しようという観点で、１つに

は、現在も進めておりますが、モーダルシフトというものを改めてしっかりと前進させて

いこうということで、例えば低床貨車という通常の貨物列車の貨車よりも床の低い貨車を

使うことによって、最近国際的に主流になりつつあります背高海上コンテナの鉄道輸送が

できる範囲を広げるといったこと、これによって今まで走行できなかったレールも使える

ようになる。あるいはＥＴＣ２.０を活用して道路を今より以上に賢く使うという取り組み

によって、既に整備している道路の潜在的な輸送力をさらに活用するというふうなことを

図っていくことでいかがでしょうかということでございます。 

 それから、その下でございます。「面で効果を発揮する物流施設」という表現を書いてご
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ざいますが、これまで国交省の物流政策の中での物流施設への支援につきましては、どう

しても点での支援、大規模で効率的な物流施設を整備促進していくというふうな施策が中

心でございましたが、もうちょっとそれを面で捉えていってはどうかということでござい

ます。物流施設からは当然に荷物を搬出入するという行為が発生するわけでありますが、

そういったエリア全体での効率化を図るためにどのようなことができるのかといった、面

的な効率化に資する物流施設の整備を促進していくというふうなことを考えてはどうかと

いうことでございます。 

 それから、右側に移りまして、「都市内物流マネジメントの促進」という表現を書かせて

いただいてございます。大都市の活力をさらに高めるという観点から、円滑な物流を確保

するというふうなことを項目として書かせていただいております。例えば、都市鉄道とい

った旅客鉄道の輸送力、今は人流中心で利用されてございますが、そういったことも貨物

輸送に活用することができるのではないかといったことを促進することを盛り込ませてい

ただいております。 

 それから、「サービスの共同化・複合化で地域を支える」ということでございます。過疎

地における持続可能な物流ネットワークの構築というふうなことに例えば取り組んではど

うかということでございます。今現在、人口減少・少子高齢化が非常に進行している特に

中山間地等におきましては、貨物輸送の配送効率が非常に悪化してございます。そういっ

た場で、例えば公共交通、バス等の輸送力を活用した貨客混載サービスといったようなも

のをさらに進めていくようなことを検討してはどうかということを書かせていただいてお

ります。 

 次に、これが今回の中間取りまとめの全体像の非常に概要の部分でございます。その次

のページに、１ページ目に書いていた具体的な取り組みに加えまして、その他の取り組み

も含めて具体的な施策全体のメニューを書かせていただいております。上のほうから簡単

にご説明申し上げますと、モーダルシフトのさらなる展開・トラック輸送のさらなる効率

化、ストックの有効活用という点では、例えば貨物鉄道の輸送障害発生に備えた対応の強

化ということでございます。これも昨年の１０月に東海道線の土砂崩れによって貨物鉄道

の輸送が１０日間停止いたしました。そういった際にいかに代替輸送を確保するか、ある

いは迂回輸送をするかといったことについて、しっかりと体制を構築するというふうなこ

とを検討していくということを書かせていただいております。それに加えて、鉄道貨物コ

ンテナのニーズがだんだん大型化してきてございます。そういった大型のコンテナの取り
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扱いができるような荷役施設を備えた駅といったものをもうちょっと拡充してはどうかと

いうこと、それから、先ほどご説明した低床貨車の話、それからＥＴＣ２.０の活用といっ

たことも書かせていただいております。 

 その下に、物流に関するエリアマネジメントということで、大都市の活力を高める施策

の項目を書かせていただいております。まさに都市内における物流の効率化にはエリア全

体での物流という観点でのマネジメントをしていく必要があるのではないかということ、

その際に物流の円滑化といったことをしっかりと考慮した建物の設計・運用といったよう

なことが欠かせないのではないかということ、さらには先ほどご説明した都市鉄道の輸送

力を活用するといったようなこともあり得るのではないかということでございます。 

 それから、過疎地における持続可能な物流ネットワークの構築ということで、小さな拠

点を核とした新たな輸送システム、公共交通事業者の輸送力を活用した貨客混載、あるい

は自家用車といった白ナンバーの車の活用等々について、関係者の合意をしっかりと形成

した上で、実際にこういった制度を導入していくというふうなことを検討してはどうかと

いうことでございます。 

 最後に、物流施設の機能強化・災害対応力の向上ということで、物流事業そのものの生

産性の向上に資する物流施設の整備促進ということでございます。それに加えて、物流施

設というのは災害時に支援物資の供給拠点にもなり得るということでございますので、特

に広域の物資拠点となり得る施設につきましては、自治体との、例えば災害時の協力、協

定といったものをしっかりと結んでいただく、あるいは非常用電源といったものを整備し

ていくといったことを、現在もやってございますが、さらに続けて充実させていきたいと

いうふうなことを書かせていただいております。 

 その次のページには、１枚目に書いてございます例のさらに若干詳しい資料でございま

す。これはまた後ほどご参照いただければと思います。 

 こういった全体構成で今回の中間取りまとめをご審議いただきたいと思っておりますが、

そのもとになります各小委員会からの報告につきまして、資料２と資料３に基づいてご説

明をさせていただきます。 

 資料２のページをめくっていただきまして、１ページ目でございます。この審議会、物

流の合同部会につきましては、今年の４月３０日に第１回を開催させていただきまして、

１ページの①から⑧に書いてございます８つの「検討の視点」というものを中心にご審議

をいただくということにしてございました。その中で、２つの部会のうち一方の部会にお
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いては①、②、③、⑥、⑦、⑧についてご審議をいただくことにしてございました。もう

１つの部会においては④と⑤についてご審議をいただくことにしてございました。今、開

いていただいています資料２につきましては、その前者のほう、①、②、③、⑥、⑦、⑧

のご審議をいただいた中間取りまとめの結果でございます。 

 ページをめくっていただきまして、３ページからご説明をさせていただきます。まず、

物流を取り巻く社会経済状況の変化についての認識を整理させていただいております。な

お、この部分につきましては、もう１つの小委員会での審議と共通事項ということで、同

じ内容になってございます。まず、１つ目には人口減少・少子高齢化の進行ということで

ございます。特にトラックドライバーにつきましては中高年層への依存が強いということ

で、今後大量退職に伴って深刻な人手不足に陥るおそれがあるということでございます。

その一方で、過疎地あるいは離島といった条件不利地域においては、宅配便の配送効率の

大幅な低下ということで、日用品の入手にも困難を来すおそれが出てくるのではないかと

いうことでございます。 

 それから、２つ目には国際競争力の激化でございます。我が国の製造業、流通業といっ

たものが、特にアジアを中心として国際的に展開をしております。グローバルなボーダー

レス・サプライチェーンがどんどん構築されつつある中で、日本の物流事業者もしっかり

と製造業、流通業の海外展開を支えていくことが必要である。あるいは、アジアの物流全

体がどんどん今成長しつつある中、日本の物流事業者もその成長を取り込んでいく必要が

あるであろうと。そういったことを通じて、アジア全体での成長を日本の物流業も支えて

貢献していくというふうな観点が重要なのではないかということでございます。 

 それから、４ページ目でございますが、３つ目の視点、状況認識でございます。情報通

信技術（ＩＣＴ）等の技術がどんどん革新をしているという点、あらゆるものがインター

ネットにつながるＩｏＴ時代の到来ということで、こういったさまざまな最先端の技術を

物流においてもしっかりと活用していく必要があるであろうと。こういった情報技術のほ

か、鮮度保持技術ですとか、あるいは自動走行のシステム、さらには小型無人機といった

さまざまな最新技術についての活用をこれから検討していく必要があるのではないかと。 

 それから、４つ目に災害リスクの高まりでございます。首都直下地震、南海トラフ地震

といった巨大な災害の発生のおそれがある中、特に物流というのはさまざまな支援物資等

を届けるという点でも極めて重要な社会インフラでございますので、そういった災害に備

えた、災害に強い物流といったものをしっかりと整備していく必要があるという観点でご
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ざいます。 

 最後に、５番目、地球環境問題でございます。これも今年の７月、先月でございますけ

れども、ポスト京都議定書ということで約束草案の内容が国連に提出されたところでござ

いまして、物流分野においてもＣＯ２の排出削減ということが今後さらに重要になってく

るということでございます。 

 そういった時代認識のもとに、６ページ以降でございますけれども、物流政策の基本的

な方向性ということで、大きく２つの考え方を提示させていただいております。その大き

な２つの考え方の大前提として、まずは物流に関するさまざまな国の他の計画との調和を

しっかりと図るということを書かせていただいております。６ページの真ん中あたりでご

ざいますけれども、例えば「国土のグランドデザイン」という国の長期的な基本方針にお

きましては、「対流促進型国土」あるいは「多様性と連携」、「コンパクト＋ネットワーク」

といった今後の国土づくりのキーコンセプトが出てきてございます。その下のほうでござ

います。現在、第４次の社会資本整備重点計画が審議中でございますが、ここの中ではイ

ンフラの老朽化あるいは脆弱な国土、人口減少、国際競争の激化といったような４つの構

造的課題に対応して、社会資本のストック効果の最大限の発揮といったことが極めて重要

であるというふうな内容が盛り込まれつつある状況でございます。 

 それから、７ページの上から５行目あたりでございますが、交通政策基本法に基づいて

交通政策基本計画が今年の２月に第１次の計画が策定されてございます。この中でも、そ

の数行下でございますけれども、例えば「過疎地物流の確保」、あるいは「鉄道による貨物

輸送の拡大」、そのさらに下でございますが、「輸送を支える技能者・技術者の確保や労働

条件・職場環境の改善」、「モーダルシフト等による物流の省労働力化」といったようなこ

とが盛り込まれたところでございます。 

 また、１９９７年から総合物流施策大綱、これは物流に関係する省庁あるいは業界等々

の方に集まっていただいて策定をし閣議決定をしている、物流全体の方向性を示す閣議決

定も出てございますけれども、ここでも効率的な物流、あるいは環境負荷の低減、安全・

安心の確保といったような３つの項目に基づいて、具体的な物流施策の進め方について調

整を図り、取りまとめたところでございます。 

 こういったさまざまな国の計画を踏まえて承継し、それを深化させていく方向性として、

８ページ以降大きく２つの方向性で今後取り組んでいってはどうかというご提案をいただ

いております。１つ目は「新たな連携で課題解決力を強める」ということでございます。
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これまで物流に関しましては、民間事業者の方によるマーケットでの自由な競争を通じた

資源配分の最適化等を図ってきたところでございます。これによって我が国の物流事業は

極めて高度でかつ効率的になってきているところでございます。ただ、一方でマーケット

メカニズムに委ねるのみでは解決が困難な、例えば少子高齢化、地球環境問題、災害リス

クといったようなものも出てきている。こういったものもしっかりと解決をしていく必要

があるのではないかということでございます。それには、例えば公共セクターと民間セク

ターの間、あるいは民間相互間、国と自治体の間といった多様な関係者の間での新たなパ

ートナーシップの構築が重要なのではないかということでございます。企業間の競争によ

る創意工夫といったことを大前提としつつも、同時に社会的課題の解決のためのさまざま

な方策を考えていくことが可能なのではないかということでございます。その際には、連

携をするには、当然ながらお互いの状況というのをしっかりと把握できるようになってい

なければならないであろう、そのためには例えばデータ、あるいは輸送用資機材といった

ものの標準化という形で、物流事業の「見える化」といったようなことにしっかりと取り

組んでいく必要があるのではないかということでございます。 

 ９ページでございますが、そういった「見える化」をした上で、一般の国民の皆様ある

いは企業の皆様方に物流に対する理解と協力を、しっかりと理解をしていただくというふ

うなことが欠かせないということを書かせていただいてございます。 

 それから、その下、９ページの真ん中あたりでございます、もう１つの大きな視点とし

て「潜在的な輸送力を最大限に引き出す」というふうなことを記載させていただいてござ

います。社会資本のストック効果の最大化ということが現在非常に重要な課題の１つとな

ってございますが、特にいろいろと整備をされてきましたさまざまな物流インフラ等々を

賢く使う取り組みというようなことが重要になっている。道路にしても、あるいは国際コ

ンテナ戦略港湾にしても、鉄道ネットワークにしても、そういった社会資本のストック効

果を最大限に引き出すという観点での活用が重要であるということを書かせていただいて

おります。 

 それと同時に、そのインフラをしっかりと使うに当たって、物流システムのさらなる高

度化といったようなことをしっかりと念頭に置いた上で、活用を図っていくことが大事で

はないかと。潜在的な輸送力というのをどのように引き出していくことができるのか、そ

のオペレーションの部分についてもしっかりと検討を加えていく必要があるということで

ございます。 
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 そして、次のページ、そういった大きな２つの方向性を踏まえた上で、今後骨太で中長

期的な視点に立った物流政策の確立をしていくべきではないかということでございます。

その際に、具体的に物流の分野でどのような個別課題があろうかというふうなことを検討

いただきました。それを１０ページのⅱ以降に書かせていただいてございます。 

 １つには、荷主あるいは消費者のニーズが非常に高度化してきていることへどのように

対応するかということでございます。最近、貨物の小口化が非常に進行しておりまして、

件数が増える中、配送時間帯を指定する、あるいは受け取り場所を指定するといった非常

にきめの細かい物流サービスへのニーズが非常に高まっているということでございます。

こういった産業界あるいは消費者からの高度なニーズに応えるべく、さらなる効率化が必

要となっているということでございます。 

 もう１つには、先ほども出ておりましたが、物流分野での労働力不足への対応でござい

ます。特に中高年層に頼っているトラック業界をはじめとする物流業界、今後の退職に備

えてどのように対策を講じるのかということでございます。１つには下のほうのパラグラ

フでございますが、若年労働者の方にこれまで以上に積極的に物流分野に就労をしていた

だくというふうなことに努力をするほか、女性や高齢者といったこれまで必ずしも物流業

界に参入をいただいていない方々に対しても、しっかりと物流業に目を向けていただくと

いうふうなことで、就労者の数を増やしていく、多くの人材に来ていただく。そのために

は物流業界としてのイメージをしっかり高めていくこと、あるいは物流業界での人材の育

成・確保といったようなことについて具体的な施策を講じていくことが必要なのではない

かということでございます。その一方で、限られた人手を効率的に活用して輸送力を最大

限に引き出す。それによって少ない労働力でも何とか高品質なサービスが維持できるとい

うふうなことにもしっかりと取り組んでいく必要があるのではないかということでござい

ます。 

 それから、国際競争の激化でございます。我が国産業のアジア諸国への進出がどんどん

広がっております中、我が国産業のそういった国際展開を物流面から支援する。それと同

時に我が国物流事業者の成長につなげていくことが必要である。 

 さらに、少子高齢化といった観点の中でも、特に宅配のサービスがどんどん地方部では

効率性が低下している。そういったときに地域における関係者との連携の促進というもの

が必要ではないかということでございます。 

 さらに、災害対応力の強化ということで、これも先ほどご説明したとおりでございます
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けれども、輸送システム、輸送モードの複線化を図るということ、あるいは道路構造物の

老朽化への的確な対応、あるいは一方で大型車の適正な道路利用といったこともあわせて

推進していく必要があるということを書かせていただいております。 

 それから、１２ページでございますが、地球環境問題も物流部門において非常に重要な

課題でございます。気候変動枠組条約の関係で今年の７月に日本の約束草案といったもの

が出されております。交通流対策あるいはモーダルシフトといったことを今後もしっかり

と進めていく必要があるというふうなことを書かせていただいております。 

 こういったさまざまな課題に対して、具体的にじゃあどういった取り組みを進めていく

のかということを１３ページ以降にまとめてございます。これらにつきましては、直ちに

取り組むべきもの、あるいは中長期的に、将来的に取り組んでいくものが混在してござい

ます。特に中長期的なものにつきましてはその旨の記載をさせていただいておりますけれ

ども、基本的には取り組めるものにはすぐ取り組んでいこうというふうな考え方でまとめ

させていただいております。 

 まず、２と書いてございますが、モーダルシフトのさらなる展開やトラック輸送のさら

なる効率化でございます。地球環境問題への対応ということでこれまでモーダルシフトを

進めてございますけれども、大量輸送機関を活用するという観点で、労働力不足にも非常

に大きな寄与ができるのではないかということでございます。さらに複数のモードを使う

ということでリダンダンシーの確保ということにもつながるものでございますので、モー

ダルシフトをさらに進めていくことが必要なのではないかというふうなことを書かせてい

ただいております。 

 その際に、１４ページの２－４でございますけれども、モーダルシフトの担い手であり

ます貨物鉄道事業者あるいは内航海運事業者といった方々が、モーダルシフトの担い手に

ふさわしいしっかりとした経営体力を備えていただくことが非常に大事であるということ、

そのためには関係者のあり方も含めて、中長期的な観点からの政策展開を図ることが必要

ではないかということも書かせていただいております。 

 さらに、多様な関係者の連携の促進といったようなことも、モーダルシフトの展開にお

いて非常に大事であると。特に、帰り荷を確保する、あるいは積載率を向上するといった

ような観点で、異業種間の混載の取り組み等が非常に有効なものではないかということで

ございます。そういったモーダルシフトを進めていくべきという考え方のもとに、具体的

に鉄道輸送あるいは海上輸送でどのような取り組みが今後緊急に必要かということを、１
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４ページの下のほう等で書かせていただいております。 

 まず、鉄道輸送でございますけれども、１５ページをごらんください。鉄道輸送を今後

さらに増加させていくためには、どうしてもやはり今ネックになっておりますのが、災害

等で輸送が途絶した場合の対応の強化でございます。「輸送障害時の運用改善」と書かせて

いただいております。これにつきましては、貨物鉄道の輸送障害時の代替輸送に係る諸課

題に関する検討会というところで、さまざま具体的な検討をしていただいてございます。

その報告をいただいた上で、この部会、小委員会での報告にも盛り込ませていただいてお

ります。具体的には、そこのａからｆに書いてございますけれども、例えば迂回輸送の列

車を増発しやすくするためにどのような対策を講じるべきか。あるいはトラックその他の

輸送手段を活用すると。代替輸送の確保をいかに進めていくのか。さらには、その代替輸

送に持っていくために途中の駅でコンテナを取りおろすといったようなことも、荷役機械

の施設配備といったような観点での体制の整備が必要であると。さらには、荷主のほうで

の対応を迅速にするために、現在の状況がどうであるかといった情報提供もしっかりと体

制を整える必要があるのではないかということ等々を書かせていただいてございます。 

 そのほか、鉄道へのモーダルシフトのさらなる推進のもう１つのポイントといたしまし

て、最近やはり利用ニーズの高いのは大型コンテナでございます。特に３１フィートのコ

ンテナが荷主の方からも非常に利用が多いということでございまして、そういった大型コ

ンテナを取り扱える駅をさらに拡大していく、そのために必要な荷役スペースあるいはト

ップリフターといった荷役機械の整備も重要であるということでございます。 

 それから、その下、国際コンテナ戦略港湾との連携という観点での鉄道輸送でございま

す。これは先ほど全体のペーパーでもご説明申し上げましたが、低床貨車というものを活

用して、最近国際的にどんどん増えています背高海上コンテナを港湾区域ですぐに鉄道貨

物列車に乗せて、できる限り多くのエリア、全国に配送できるような体制をとれるように

しておきたいということでございます。 

 それから、１６ページでございます。これは中長期的な課題ということで書かせていた

だいておりますが、オンドックレールといったようなもの、これも将来的に可能性を探っ

ていくことが必要であろうということをここに頭出しをさせていただいております。 

 それから、モーダルシフトのもう１つの担い手であります海上輸送のほうでございます。

こちらも具体的な施策といたしまして、２－９に書いてございます外内貿コンテナの一体

的取り扱いということで、国際海上コンテナのフィーダー航路といったもののさらなる充
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実を図っていくというふうなことが非常に重要であると。 

 さらには、２－１０でありますが、フェリーによるトラックの無人航送といったことの

促進、２－１１で国際海上コンテナの国内輸送における活用、あるいは海上輸送での小口

輸送、混載輸送といった柔軟な対応が必要ではないかと。 

 さらに、これも非常に重要な点でありますが、やはり海上輸送についてあまりご存じな

い荷主の方が実はまだいらっしゃるのではないかということでございます。荷主の方々へ

の海上輸送に関するＰＲをもっとしっかりとやっていくことにも改めて取り組んでいくこ

とが必要ではないかということでございます。 

 それから、次にモーダルシフトはモードチェンジでございますけれども、トラック輸送

そのものの効率化ということも当然ながらしっかりと取り組んでいく必要があるのではな

いかということでございます。２－１３では幹線輸送における、例えば共同運行の取り組

みの促進、中継輸送、あるいはそれに必要なデータや資機材の標準化といったようなこと

を進めていく必要があろうと。 

 それから、トラック輸送の効率化において非常に重要なポイントでありますが、２－１

４、道路を賢く使う取り組みといったようなことをしっかりと進めていこうと。例えば高

速道路の交通量の分担率を少なくとも欧米並みにするという形で、もう少し高速道路の利

用率を上げていくようなことをやっていく必要があるのではないかと。その際に、本格的

な導入が始まりましたＥＴＣ２.０をしっかりと活用する。それによって物流事業者におけ

るトラックの運行管理あるいは共同輸送でのマッチングにも活用いただくというふうな形

で、こういった先端技術の活用による効率化といったようなことを図っていくことが必要

なのではないかと。その際に物流事業者からも品目や重量といった貨物データが道路管理

者側にフィードバックされるということになれば、さらにその機能が高まっていくという

ふうなことも考えるべきではないかということでございます。 

 さらに、大型車の適正な通行ということで、適正利用者、ちゃんとルールを守っていた

だく方につきましては、例えばＥＴＣ２.０を装着したものにつきましては特殊車両の通行

許可の簡素化といったことを行う。あるいは、大型車の誘導区間の改善をさらに進めてい

く、そういった形で、例えば重量規制の見直しといったようなことも将来的には検討がで

きるのではないかということでございます。一方で、ルールを守っていただけない違反者

につきましては厳罰化をしっかりと図っていくというふうなことをやることによって、め

り張りの効いた取り組みを進めていくということでございます。 
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 現在、国土幹線道路部会の中間答申にも示されておりますけれども、一般道路における

大型車対距離課金の導入、一般道における課金制度の導入ということも含めて、今後いろ

いろな検討を進めていくことができるのではないかということでございます。そういった

ことをやりながら、さらなる革新的な技術の積極的な導入を進めることで、我が国が道路

を賢く使う世界のトップランナーとなるというふうな意気込みで進めていくことを考えて

いるということでございます。 

 それから１９ページ、国際コンテナ戦略港湾あるいは貨物鉄道といった既存のインフラ

施策とソフト施策との連携によるストック効果の発現という項目でございます。これも鉄

道貨物輸送をしっかりと活用していこう、あるいは海上輸送の機能を強化していこうとい

うことでございまして、ここの部分は先ほどご説明をした２のモーダルシフトの部分と同

じ内容を重複で書かせていただいている部分が一部ございます。そこを割愛させていただ

きまして、２０ページのⅲのところからご説明をさせていただきます。コンテナラウンド

ユースの取り組み促進ということでございます。国際海上コンテナにつきましてはどうし

ても内陸の貨物事業主との間での片荷空輸送というものが発生しやすくなってございます。

荷主相互の連携によりまして片荷の空輸送というものをなるべく減らすという取り組みで

ございますけれども、これにはそういった荷主同士のマッチングが非常に重要であるとい

うことでございまして、そのコーディネーターの役割が重要である。その際に例えばＥＴ

Ｃ２.０、ＳＮＳといったものの活用というのがあり得るのではないかといったことを書か

せていただいております。さらに、そういったラウンドユースに当たってはインランドデ

ポの活用ということも大変重要でありますので、２１ページでそのことについても触れさ

せていただいております。 

 その次、広域的な物流の効率化でございます。特に、最近圏央道をはじめとして高速道

路がどんどん整備されております。そういったインター周辺での物流施設の整備というこ

とについてさらに促進をしていくことが必要ではないかということでございます。 

 それから、２２ページでございますけれども、そういった物流施設の機能をさらに高め

ていくことも必要であるということでございます。６－１に書いてございますが、例えば

倉庫とトラックの拠点が併設されていれば、倉庫の前でトラックが待つというふうな荷待

ち時間を解消できるのではないかというふうなこと、あるいは地球環境問題への対応とい

うことで、特に冷蔵倉庫のノンフロン対応、あるいは省エネ化ということも引き続き倉庫

の機能強化ということで図っていく必要があろうということでございます。 
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 さらには、物流施設とネットワークを構成する道路の災害対応力の強化ということでご

ざいます。倉庫については支援物資の物流の拠点になるということで、自治体との連携を

しっかりと図った協議体制を構築していくと。さらには、その倉庫そのものの老朽化対策

あるいは倉庫から荷物を搬出する際の道路そのものも防災・減災、耐震化を図っていくと

いうようなことが重要であるということで、そのあたりを２３ページに書かせていただい

ております。 

 それから、２４ページ、２５ページには物流における最先端技術の活用と国際物流への

取り組みについて書かせていただいております。ただ、これにつきましてはこの秋以降、

小委員会においてさらに検討を進めていただくということにしてございます。ここでは頭

出しという形でＩＴＳの活用、自動運転、燃料電池、あるいはビッグデータの活用、こう

いったところについて秋以降検討を進めていただくことにしてございます。 

 それから、２５ページ、国際物流の分野、これも人材育成、あるいはＩＴの活用、資機

材の標準化といったさまざまな課題がございます。こういったことについても秋以降改め

て小委員会でご議論をいただいて、本部会にご報告をいただこうと考えてございます。 

 ２６ページでございますけれども、その他の観点として、ご指摘をいただいた内容をこ

こにまとめさせていただいております。物流に関する教育の場での取り扱いをいかに進め

ていくべきか、あるいは連携の促進についてどのような具体的な方策があるか、トラック

輸送の安全性の向上、あるいは航空物流といったようなこと、今回この部会では審議の対

象に十分なってございませんけれども、航空物流の問題もあるというふうなことをここに

掲げさせていただいております。 

 ２７ページ以降、今後の進め方でございますけれども、やはり緊急性・重要性も勘案し

て内容を絞り込んで予算要求、あるいはその他制度改正につなげていくときに、緊急性の

あるものについては早急に検討を進めていくというふうな形で、めり張りの効いた進め方

をしていくべきだというふうなことを２７ページに書かせていただいております。 

 ２つの小委員会のうちの一方の小委員会の中間取りまとめについては以上のとおりでご

ざいます。もう１つの小委員会、大きな検討の視点の中で大都市の物流、あるいは過疎地

の物流についてご検討いただいた合同小委員会のほうの報告書が資料３でございます。資

料３の前半部分は先ほどのもう一方の小委員会と同じでございまして、そこは割愛をさせ

ていただいて、６ページから内容のご説明をさせていただきます。「大都市の活力を物流面

から更に高める観点からの施策のあり方」ということでございます。大都市の周辺部分で
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は物流活動によって周辺交通や環境への影響が非常に大きいということで、そういった影

響をできる限り抑制しつつ、安全で回遊性の高い歩行空間、良好な景観の創出といったよ

うな形でまちの魅力を高める必要があろうと。そのためには物流ルールの策定・合意形成

といった形で、エリアでの物流マネジメントといったようなものを促進していく必要があ

るのではないかということでございます。 

 もう１つは、７ページ、４－２でございますけれども、物流を考慮した建築物の設計・

運用ということでございます。高層ビル等の建築物の設計・運用が必ずしも物流を考慮し

たものとはなっていないものがあるということでございまして、そういったものについて

はなるべく設計段階あるいは運用段階一体での物流の最適化ということを検討する必要が

ある。その際には物流事業者が参画し、しっかりと助言をするというふうなことが必要な

のではないかと。そういった上で、物流全体に係る、例えば入館管理ですとか、あるいは

荷さばき駐車場、荷さばきスペースといったものの使用のルール等々といったようなこと

についても今後検討していく必要があるのではないかということでございます。 

 それから、都市の物流でもう１つ大きな課題として、宅配便の再配達の削減というのが

ございます。４－３でございますけれども、最近ネット通販の利用拡大に伴って再配達が

非常に増えておりまして、トラックドライバー不足にも拍車がかかっていると。これも現

在検討会で検討を進められている最中でございまして、ある程度の報告が今後また出てこ

ようかということでございます。 

 それから、８ページに都市鉄道等の旅客鉄道による貨物輸送でございます。これも京都

で一部路面電車を使って既に開始されておるところでございますけれども、そういったこ

れまで貨物輸送に使われていなかった都市鉄道といった旅客鉄道の輸送力を活用するとい

ったことをこれから積極的に考えていく必要があるのではないか。そういった際に合意形

成、あるいは合意事項の実行を促進するための施策をあわせて講じることが必要であろう

ということでございます。 

 それから、９ページ、最後に過疎地の物流のお話でございます。冒頭から申し上げまし

たとおり、人口減少・少子高齢化に伴いまして、特に中山間地等において宅配ネットワー

クの効率が極めて悪化しているということでございます。そういったことに対応するため

に、１つには小さな拠点といったものを核とした新たな輸送システムを構築することが必

要なのではないかと。その際に貨物輸送の共同化あるいは生活支援サービスの複合化とい

った新たなシステム構築といったようなことが要るのではないかということでございます。 
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 その際に、例えば１０ページ、５－２でありますけれども、公共交通事業者の輸送力を

活用した貨客混載、あるいは自家用自動車、白ナンバーの車を活用した有償貨物運送とい

ったようなこともあり得るのではないかということで、そういったことを、この下に（ア）

と（イ）と書いてございますが、こういった観点から具体的に検討を進めていく必要があ

るのではないか。その際に地域においては地元のトラック事業者との連携といったことも

しっかりと図りながら進めていくことが重要であるというふうなことを書かせていただい

ております。 

 そういったことを進めるに当たって、やはり地域の関係者の合意が、特にこの分野にお

いては極めて重要でございます。具体的にどのように合意を決定するか、その仕組みをし

っかりと構築しつつ、地域のリーダーの育成といったようなこともあわせて講じていくこ

とが極めて重要であるということでございます。 

 その他、１２ページにこの合同小委員会において出てきた観点としまして、先ほどのも

う一方の小委員会での観点と加えまして、例えば超小型モビリティについてどのような活

用が可能か、あるいは災害発生時に備えた食料品等の物資の供給や備蓄についてどのよう

な取り組みが考えられるかといったご意見も出てございまして、今後必要に応じて検討を

進めていきたいと考えてございます。 

 ２つの小委員会からのご報告を非常に簡単にご説明申し上げました。以上のとおりでご

ざいます。なお、それらの関係資料を後ろに参考資料としてつけさせていただいてござい

ます。以上でございます。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。両小委員会の中間取りまとめの案に

つきましてご説明いただきました。ここで、各合同小委員会の委員より補足をお願いした

いと思います。まず、物流体系小委員会につきましては岡田委員より補足をお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

【岡田委員】  それでは、本日根本委員長がご欠席のため、私から補足のコメントをさ

せていただきます。事務局からのご説明と若干重複いたしますが、ここで再度確認という

ことも含めまして、少しお話しさせていただければと思います。 

 まず、本小委員会ではモーダルシフトのさらなる展開、それからトラック輸送のさらな

る効率化、物流施設の強化機能・災害対応力の向上などの論点を中心に、事業者の方々の

ヒアリング等々をして議論を行ってまいりました。個々の施策については事務局からご説

明がございましたので、その辺は割愛させていただきますが、大きな論点といたしまして
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やはりまず１つは「新たな連携で課題解決力を強める」という視点でございます。これま

で物流は民間任せ、民間の発意と努力のもと自由な競争を通じてビジネスが形成され、資

源配分の適正化が図られてきたところでございますが、こうした取り組みは今後も変わら

ず、また、こういった中で行政としても事業環境の整備に努めていくことが求められるわ

けでございますが、一方ではこのペーパーといいますか、今回の取りまとめの背景のとこ

ろにもございますように、人口減少・少子高齢化というような社会経済環境の大きな変化、

また、地球環境問題、それから大規模な自然災害などのリスクへの対応、従来のマーケッ

トメカニズムによる調整またはこういった範疇では対応することが難しいさまざまな問題

が顕在化してきているという状況でございます。 

 これらに適切に対応していくためには、官と民、また官と官、また民と民、すなわち国

や自治体、荷主、物流事業者など多様な関係者間での新たな連携といったものをやはり考

えていかなければいけない。また、連携関係を構築して、社会システムとしての物流シス

テム全体の効率化・最適化を進めることが重要であるということでございます。こういっ

た連携にかかわる課題に対応していく必要性が高まっているということで、この「新たな

連携で課題の解決力を強める」という視点について提示させていただいているということ

でございます。 

 もう１点でございますが、潜在的輸送力の可能性を最大限引き出すという点でございま

す。既存のストックやシステムをさらに有効に活用すべきということでございまして、こ

の件に関しましては、ハード・ソフトの両面から進めていかなければいけないということ

でございます。まず、大きな点として、例えば鉄道貨物輸送において、ここでもご指摘し

ているとおり、低床貨車を実用化することで背高海上コンテナの輸送が可能となり、鉄道

輸送と海上輸送のシームレス化が実現すると、これによって輸送ルート、また輸送力の拡

大が期待できるということでございます。また、ＥＴＣ２.０を活用して高速道路の分担率

を引き上げるということで、道路ネットワーク全体の最適化を目指すということもＩＣＴ

の活用ということで実現するのではないかということでございます。いずれにしても、物

流活動における生産性の向上、労働力不足に対応した省力化された物流システムを構築す

るということが目的でございまして、こういうところに大きく資するのではないかという

ことで、大きなポイントとしてこの２点について簡単に補足させていただきます。 

 このほかにも、本合同小委員会ではさまざまな活発なご意見が出ております。一部、ご

紹介させていただきますと、例えば物流拠点を点として捉えるのではなく、都市機能の一
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部としてもっと広域的な観点から政策も考える必要のあること。また、先ほどＩＣＴの話

に若干触れさせていただきましたが、現在さまざまなビッグデータが収集されてきている

ということでございまして、これをうまく活用するということでございます。それから、

モーダルシフトの話でございますが、この担い手である貨物鉄道事業者、内航海運事業者

といった関係者の今後のあり方や役割を含めて、中長期的な視点からの政策展開を考えて

いくということでございます。そのほか、議論の方向性に関しまして、短期的なものと長

期的なものに整理して考えるべきではないかというお話、また、やはりこういった政策に

関して国民や一般に対して広く理解と協力を求めていくことを考えると、適切なキーワー

ドを使ってアピールしていくべきではないかということなどがご意見として出ております。 

 なお、今後秋以降の合同小委員会に関しましては、まだ議論が十分になされておりませ

ん先進的技術の導入・活用、国際競争力の強化、また、先ほど広域物流ということも出て

おりましたが、議論がまだなされていないものも含めまして検討を進めていく予定でござ

います。根本委員長のもと、ほかの委員の皆様とともに今後も検討を進めていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 補足は以上でございます。 

【野尻部会長】  ありがとうございました。続きまして、物流サービス小委員会につき

まして苦瀬委員よりお願いしたいと思います。 

【苦瀬委員】  苦瀬でございます。では、補足をさせていただきます。私どもの小委員

会では④と⑤ということで、大都市と過疎ということを重点にやってまいりました。いろ

いろなご意見をいただいたわけなんですが、その中で現在中間取りまとめでございますか

ら、これから今後の本格的な取りまとめに向けてこういうことが話題になった、もしくは

皆様方からご意見を賜りたいというようなことについて、少し絞ってご説明したいと思い

ます。 

 まず、第１点なんですが、全体として２つの小委員会が議論するときに、それぞれの小

委員会で議論していたのがオーバーラッピングしているのなら調整は可能だけれども、間

で漏れたらいけないねということはいつも気にしておりました。そういう視点で第１点目

なんですが、都市の物流マネジメントのところで、資料３の６ページでございますけれど

も、大都市の活力で、都市内の物流のマネジメントというところなんですが、今のところ、

どちらかというと大都市とか中心市街地をずっと中心に攻めてきたというか、話題にして

きたわけでございますが、もちろん、それ以外にも市街地の議論があるかもしれないとか、
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それから、街路、道路、交通管理の議論があるかもしれないというようなことが、今後ど

こまで議論していったらいいのかなというのが我々の今の１つ目の課題でございます。 

 それから２つ目が、同じように過疎の議論をしているわけですけれども、もちろん、過

疎地域の小さな拠点を含めた対策というのは非常に重要で、これは進めていかなければい

けないわけでございますし、貨客混載、有償貨物輸送も運送も進めていくんだろうと思う

んですが、と同時に、実は買い物弱者とか交通弱者というのが過疎地域だけに限っている

かどうかという、大都市の中にもいるのかもしれませんという、中小都市にもあるかもし

れませんということを考えると、もう少し広げたほうがいいのかどうかというのを課題と

しているということでございます。 

 それから、３つ目でございますけれども、資料３の１２ページの「その他」の最後のと

ころにも書いてございますが、災害発生時に備えた食料品等の物資の供給や備蓄について

はどのような取り組みを考えられるかということがやっぱり議論になりました。これは別

の小委員会の議論になるのかもしれませんけれども、もしくはこの小委員会の都市のマネ

ジメントのところに関係するのかもしれませんが、災害といったときにもちろん緊急支援

物資の輸送というのは非常に重要なことで、これはやらなきゃいけないわけですが、一方

で、それだけで間に合うかといった場合に、備蓄であるとか何かを考えなければいけない

かもしれません。そういった場合に、それを都市のエリアマネジメントの中に入れ込んで

いったほうがいいのか、もしくは災害対策のほうでやっていただいたほうがいいのか、そ

の辺は少し議論が要るのかなと思っております。 

 以上、３点でございます。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。それでは、補足をいただきましたの

で、これから資料２及び資料３でご報告いただきました各部会の小委員会の中間取りまと

めをもとに、この部会としての中間取りまとめを資料４という形でご用意をいただいてお

りますけれども、この部会として今後の物流政策の基本的な方向性等についての中間取り

まとめについて議論をさせていただきたいと思います。 

 まず、事務局からこの中間取りまとめの案をご説明いただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

【島田物流政策課長】  お手元の資料４で本部会としての中間取りまとめ（案）として

出させていただいております。内容につきましては、先ほどご説明を申し上げた２つの小

委員会の表現をそのまま合体させたものになってございます。目次をごらんいただきます
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と、先ほどご説明をした内容のうち、前半でご説明したものについてが基調として出てご

ざいまして、そこの中にⅢの４ポツと５ポツ、４の大都市の活力、５の過疎地域等におけ

る持続可能なネットワーク、この２つの部分について後半部分にご説明した内容をそのま

ま入れ込ませていただいておるというふうな構成になってございます。内容につきまして

は先ほどご説明したものそのものでございます。 

 説明は以上でございます。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。取りまとめ案の内容につきましては

以上のような取りまとめ方をしていただいたということでございますので、ここで委員の

皆様から一言ずつご意見、ご質問等をいただきたいと思っています。 

【谷口物流政策課企画官】  部会長、事務局から１点、追加でご報告をさせていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日、別の会議の関係でご欠席でございますが、住野委員からコメントを中間取りまと

めに際しということで頂戴しておりますので、その主な内容をご紹介させていただきたい

と思います。４点頂戴しておりまして、まず１点目でございますけれども、中間取りまと

めでは鉄道や船舶などのモーダルシフトや輸送の効率化、また、先進的技術の導入・活用

などが示されておりますが、実情は低賃金、長時間労働による苛酷な労働環境が人手不足

の主因ではないかということでございます。賃金の底上げ、長時間労働の是正の視点も加

えてみてはどうかというふうなことでございます。また、多様な働き方、例えば短時間勤

務などによって女性や高齢者の就業促進につなげられないかというふうなご指摘でござい

ます。 

 ２点目でございますけれども、トラック輸送の運賃についての確立が必要ではないかと

いうふうなご指摘でございまして、適正運賃の周知のためには時間・距離との併用など、

書面化などをしていく必要があるのではないかということでございます。 

 それと、３点目でございますが、貨客混載、自家用車の有償貨物運送については関係者

の合議制と見える化のもとで進めていくことが必要ではないかということでございます。 

 最後、４点目でございますが、高速道路の分担率の引き下げについては、通行料金の関

係についても整合性がとれるような視点でまとめていくといいのではないかということで

ございます。 

 以上でございます。 

【野尻部会長】  ありがとうございました。それでは、各委員から一言ずつコメントを
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お願いしたいと思います。私は二村委員のほうがご指名しやすいんで、二村委員からずっ

と回っていただいて、上村委員のところまで連続していただいて、その後兵藤委員のほう

にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。すいません、先生。 

【二村委員】  ガーンというところなんですけど、すいません。こちらの体系小委員会

のほうに出席させていただいておりました。非常にとにかく広範な内容を扱っているとい

うことで、一体まとまるんだろうかとかなり、出席させていただきながら半信半疑で議論

させていただいていたところはあるんですけれども、やっと何となく小ぢんまりまとまっ

てきたかなという感があります。 

 コメントといいますか、ともかくさまざまな課題があるので、１つずつ潰していくしか

ないのかなというようなところであります。それから、あまり細かいところに入り込んで

しまうと全体が見えなくなるとは思うんですが、それにいたしましても、ちょっとした工

夫で、例えば先ほどの背高コンテナの話ですとか、少し技術的な工夫でもって大きく動く

ようなところに関しては、細かいところであってもさまざまな工夫をしていくというのが

必要なのかなというようなところであります。先ほどのご説明で全て議論が尽くされてい

るかなという感がありますので、私からは以上です。 

【野尻部会長】  永峰委員、お願いします。 

【永峰委員】  とてもいろんな点に目配りされて、いろんな観点から議論されてきたな

というのがよくわかりました。これからきっと秋にかけての議論なのかもしれませんが、

全体として物流のあるべき姿像というものがまだクリアになっていないなという感想をも

ちました。まずは今やれるところからやるというのは確かに１つの方法だとは思うのです

が、それでは、どういう方向を目指すのかという、物流のあるべき姿像とをもう少し明確

にしていかないと、国民は理解しがたいのではないでしょうか。なぜ私たち国民が物流政

策に協力しなくてはいけないのだろうか、それを納得させる材料が必要な気がします。こ

れだけいろんな課題が洗い出されている中で、やはり何を優先的に行うのか、優先事項を

物流のあるべき姿像のどこに組み込んでいくのかということが、秋に向けての議論につな

がっていくといいと思います。 

 もう１点、日本のサービスはやはり国際的にみてもレベルが高く、きめ細やか。それゆ

え、コストを考えるときに、今必要ではないのに動かしている無駄といいますか、本当は

ニーズがそんなに強くないのに無駄に動かしているものがあるのかないのか、そんな視点

からコスト面に関して議論されていくことも必要なのではないかなというのが感想でござ
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います。 

 以上です。 

【野尻部会長】  では、高岡委員。 

【高岡委員】  今、これ全体を伺っていて、非常に物流をめぐるさまざまな課題や今後

講ずべき施策が広範囲に目配りされていて、手厚くカバーされていて、とてもよい中間取

りまとめだなと感じました。ただ、やっぱり優先順位というか、これだけ幅広く取りまと

められると、どういう順序でどこから限りある資源を回していくのかなということが１点

気になり、この取りまとめの２７ページには「緊急性・重要性も勘案しつつ、効果的に進

める」ということが書かれていて、具体策が書かれているんですけども、緊急性という意

味では、物流サービス小委員会がまとめられた過疎地等における持続可能な物流ネットワ

ークの構築に向けた施策なども非常に、私の、流通・小売の現場を見ている者からすると

緊急性が高いんじゃないかなと感じます。なぜなら、これはやっぱり地域の関係者、事業

者の合意形成が容易じゃなくて、新たな物流ネットワークをつくるのは時間がかかるから

なんですね。その最大の理由はやっぱり全く、人が高齢化して人口が減っている地域では

採算がほとんど、特に宅配という、家まで届ける部分になってしまうと採算が乗らなくな

っている状況がありまして、そういう市場に任せておく、事業者に任せておくと絶対にそ

のままでは進まない案件と、今回報告の中にもあったんですけど、例えば宅配便の再配達

なども、私もよくネットでたくさん物を買うのでしょっちゅう再配達してもらってしまう

んですけど、あれは多分放っておいても、こんな言い方をすると怒られちゃうかもしれま

せんが、そのうち、ドライバーが少ないわけですから賃金が上がり、再配達のところも例

えば１００円再配達はかかりますみたいな、いずれ何か市場メカニズムが働いて、そうす

ると、１００円かかるんだったら頑張って自分でもっとスケジュールを調整して受け取ろ

うかなみたいな、要はその市場メカニズムがほとんど機能しないさっきの過疎地の宅配み

たいなものと、都市部の宅配便の再配達のようなものというのはやっぱり分けて考えるべ

きで、行政がやることですから、やっぱり市場のメカニズムが働きにくい部分から優先的

にやるということも重要なのかなと。緊急性ということを考える上で、さらに緊急性の概

念の中に市場性を入れていくということで優先順位をつけられるのがいいのではないかな

と感じました。 

 以上です。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。 
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【苦瀬委員】  苦瀬でございます。先ほど補足ということをお話ししましたので、今度

は個人の意見ということでお話しします。私はやっぱり非常に大事なのは災害のことだと

思っておりまして、災害についてもちろん緊急支援物資の輸送という仕組みは非常に重要

だということはほんとうに深く理解しているつもりでございます。一方で、先ほども申し

上げましたけれども、輸送だけではもたない可能性もあるわけであります。そういう場合

にやはりどこかで備蓄をする、在庫をする、それは、だったら例えば都市の中の都市行政

の中でやるのだろうか、どんなところでやるんだろうかということを少し考えておいたほ

うがいいんではないかなと思っている次第でございます。 

 以上です。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。 

【岡田委員】  それでは、少しコメントさせていただきます。先ほど永峰委員からもご

指摘がございました、物流のあり方という点でございますが、大変重要な点は、物流の必

要性とか重要性といったもののメッセージ性をしっかりと国民に伝えることだと思います。

これは今後、例えば予算化していくとか、さまざまな形で具体的な行動を起こす上での原

点にもなるということでございますので、アピールする戦略というのも当然、今後持つべ

き、というのが第１点目でございます。 

 もう一つの点ですが、これは全体的にとらえて、今回の個別施策を横断的に関わるとこ

ろとして、地方公共団体の関わり方とか役割についての問題が存在するのではないか、と

いうことでございます。大規模な物流インフラに関して、地方公共団体が所有しているも

のもたくさんございますし、このようなストックをどのように活用するのかという視点も

あります。現在、公共交通分野では、地域公共交通の活性化において交通網計画を地域で

とりまとめ、さらに再編実施計画を策定していく方向にありますが、このような交通計画

づくりに準拠して、地方公共団体として、物流の視点は今後どのように入れるべきか、あ

るいは、計画づくりの段階から地方公共団体どのように関わるべきか、についても明確に

位置づけることによって、ここに揚げられている全体的な政策を具体的に実現していく１

つの方策になってくるのではないか、という点に関して、今後、議論していくべきと考え

ているところでございます。 

 以上です。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。 

【圓川委員】  圓川でございます。今日説明を聞きまして、最初に総合物流施策大綱を
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継承してとか、そういうことが出るんですけども、それで思い出したんですけども、総合

物流施策大綱の議論のときにやりっ放しじゃだめだと、途中でＰＤＣＡを回せという話が

あったんですが、ちょうどこれは２０１５年、中間ですよね。ですから、今回ではなくて

も、そういう総合物流施策大綱で言っていることは単に継承するというんではなくて、そ

こでのＰＤＣＡのＣですかね、チェックをここに入れていただいて、次に今後の方向性を

見るといった位置づけにされると、この秋に向けてでいいと思うんですけど、そういった

位置づけももう少し強化していただくといいんではないかと思います。 

 それに関連して当時、９ページに国民の物流に関する理解と協力、これまで出ています

けども、これはやっぱり非常に大事だと思うんです。２つ意味があって、１つは物流その

ものを理解してもらうということと、もう１つは、総合物流施策大綱のときに議論はあっ

たんです、例えば３分の１ルールというのであるとか、それに伴う返品であるとか、もの

すごく無駄なわけですね。そんなの消費者の方は全然知らないわけですね。そういった意

味も含めて、ただ単に国民の理解とか物流に関する協力とか言っていますけども、これも

秋になってもうちょっと深めていくといいんではないかなとか思いました。 

 以上、感想までに申し上げました。 

【野尻部会長】  ありがとうございました。 

【上村委員】  今回、物流部会というのが、まずできましたことを非常に喜ばしく思っ

ております。また、こんな短時間に物流の非常に複雑な多重、多層、多岐にわたる、そし

てまた非常にステークホルダーが多いものを意欲的に中間取りまとめいただいたことにも

ほんとうに敬意を払っております。が、この課題の整理、そして方向性、正しいなと思い

ながら読んではいるのですけれども、大きな感想としては、これはなかなか実行の難易度

が高いなと思います。潜在輸送力を最大限に引き出すことも、連携も、両方とも非常に難

易度が高いと思います。 

 物流を考えるときに、またこれからの小委員会を進めていくときに前提として、理想論、

机上論に終わらずにやっていただくためにも、２つのことをぜひ踏まえていただきたい。

１つは、やはり物流サービスのコストは誰が払うのかということなんです。今はマーケッ

トで払う。そして、具体的には企業が払う、あるいは回り回って消費者がその物流費はオ

ンされているわけですから、買い値の中に物流費は含まれているわけですけれども、企業

が物流費を払うときには、物流のサービスレベルは高いほうがよい、より正確により早く、

そして値段は最も安くというのが物流コストでございます。これは最近ではほんとうに企
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業が物流業者に対して入札で其の決定が行われるんです。それは官の入札のように最低入

札価格というものがありませんから、ほんとうに安ければ安いほどいいという世界なんで

す。それで、丸受けしてちゃんとやれというのが企業の姿でございますので、物流業者と

いうのはとにかく安値で引き受けて、非常に高度な、非常に超難しくなっている物流を考

えて、ロジスティックスだとか３ＰＬだとかサプライチェーン・マネジメントであるとか

いったものを担っていかなければならない。ここに非常に無理があります。なかなかそう

いう中でこういった超高度なことをコーディネートできる人もいません。そういう教育を

やるとか、そういう人材養成というようなものは全く無理でございます。タリフ料金が守

られない。例えば地下鉄料金を誰も値切ったりしませんけれども、新幹線の料金も値切っ

たりしませんが、この物流費というのはそんなものではない。定価がないということをま

ずもっとおなかの中に落として議論を進めていただきたい。 

 それから、人材の問題ですね。そんな超高度なことを設計する人がいない。設計するの

はまだコンサルティングでお願いしたり、外部にもお願いしたりできるかもしれませんけ

れども、そういうものを理解し、現場で毎日ルーティンで苛酷な労働条件の中でチームを

率いていくということの人材、そういう方々、現場リーダーを育てていくことがいかに困

難であるか。だから、なかなか理想ではあったとしても、これを現実にやっていくことの

難しさというのを押さえていただきたい。しかし、方向性はこういうものを進めていく、

物流元年ということで進めていく。そして、この中でぜひ難易度をつけて短期でやれると

ころ、中期でやれるところ、長期でやれるところという分け方でもいいんですが、この中

でも難易度をある程度イメージしながらいきませんと、現実に無理かなということが多々

あると思います。 

 そして、過疎の物流と大都市物流という分け方でもいいんですけれども、先ほどのお話

から聞いていまして、その場合、物流のサービスレベルをどこに求めるかなんですね。い

わゆるクイックレスポンス、クイックを、急ぐというところと、ちょっとゆっくりでもい

いわと、いうのとでは、全然ロジスティックスの設計の仕方が変わってくるわけですね。

だから、全部をクイック、クイック、クイックというふうな形で日本全体を最適化する、

今企業自体の全体最適を求めるあまり、日本全体の非最適になっているというのが物流の

現状だと思いますので、そういうような観点もぜひ入れて頂きたい。ゆっくりでもいいサ

ービスとか、物流のサービスレベルをどこに持っていくのか。消費者の中でも、先ほど値

段は１００円高くても宅配、再貨物発送でもいいのかもしれないという考え方もあります。
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国民の理解とは何かというと、結局よいサービスならば高くても仕方がないというような

ことがおそらく現実的には理解になるわけですから、単に頭の中で理解するだけじゃなく

て、コストが上がってもいいという理解でないと、ほんとうの意味での理解にはならない

と思います。 

 それと最後に、すぐできること、緊急にできることというのは、結構この参考資料を前

にいただいた中の、団体からの意見の中にはすぐできるやつがたくさんありますね。例え

ば冷蔵倉庫なんかの非常用発電整備、これも東日本大震災のときでも動かなくて大変でし

た。随分腐らせたり、水漏れしたりするのがありましたし、そういったことですとか、予

算要求していただくんだったら、爆発物の検査装置というのも確かあったと思うんですけ

ども、空港や港湾に爆発物の検査装置をつけるというのもありますし、やっぱりこういっ

た緊急性があってすぐできることというのもこの中から拾っていって、予算要求にも結び

つけていただきたいなと思います。 

 以上です。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。では兵藤委員、お願いいたします。 

【兵藤委員】  もう議論は出尽くしているような気がするんですが、私から２つ申し上

げたいんですけれども、多分今回こういった審議会の中で物流が取り上げられて、こうい

ったまとまりができてきたんですが、２つほど特徴があるなと思っています。１つはさっ

きもお話が出ましたけれども、国民へのＰＲ。なかなか物流そのものが伝わりにくいとい

うこともありまして、ぜひこれを機会に皆さんに物流とは一体どんなものなんだろうかと

いうことをお伝えいただきたいと思います。そういう意味で、本文の文章だけではわかり

にくいこともあると思いますので、さっき見ていましたこの中間取りまとめ（案）参考資

料ですけれども、大変多岐にわたったよい資料でございまして、これを使えば授業が２こ

まぐらいはできるかなと思って見ていたんですが、こういったものをぜひ何らかの形で国

民の皆様に伝わるような工夫をしていただきたいと思います。 

 それから、もう１つが自治体という言葉が大変よく出てきまして、さっきの過疎の物流

もそうですし、それからあとは今話題になっているコンパクトシティだとかいった新しい

都市のあり方を、これもやはり物流と絡めて自治体の皆さんに考えていただきたいと。そ

ういう意味では今回の中間取りまとめ、それから最終取りまとめを含めまして、自治体の

方に、自治体というのは基礎自治体のことを申し上げているんですが、しっかりとメッセ

ージが伝わるような工夫を継続していただきたいと思います。 
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 私からは以上です。 

【野尻部会長】  ありがとうございました。 

【羽藤委員】  羽藤でございます。私は２つのワーキングと申しますか、委員会に出席

させていただいたわけですが、全体の議論を通じて非常に強く感じたのは、物流といえば

Ｕｂｅｒだったり、アマゾンフレッシュだとか、グーグルエキスプレスとか、あるいは圏

央と３環状によって非常に多くの物流拠点ができてきている、ストック効果が出てきてい

る。こういうふうに非常に経済効果のダイナミズムそのものを象徴するような産業である

ということは認識しておったわけですが、そういう中で２０３０年に向けて運転手さんと

物流の量に１０％ぐらいのミスマッチが起きる。そういうことを非常にこの委員会の中で

危機意識として共有化し、さらにアジアダイナミズム、２０５０年に向けて１０億人ぐら

い増えていく中で経済、物流の量が極大化していく。そういう中で今まさに何をすべきか

というようなことを議論できたことが非常に大きかったのかなと感じております。 

 そういう中ですので、長期的には物流の骨格に当たるようなものを、やはりこれからよ

り柔らかくさまざまな需要に対応していけるものに変えていかなければいけない。これも

また非常にこのレポートの中では提案できていますのでよろしかったのではないかなと思

います。マルチモーダルですとか、あるいはＥＴＣ２.０のデータといったようなものがお

そらく基盤になるんだろうと思いますが、そういったようなことが非常によく議論できて

いたと思います。 

 ただ、幾つか残された課題があるとすれば、私が直感的に少し思っているのは、兵藤先

生からも少しお話がありましたが、国民の皆さんにこの物流の問題がいかに重要かという

ことを認識していただく上で、やはり目標の設定のようなものがこれ以降議論できるとい

いのかなと思いました。例えば１日で物資が届くカバー経費がどれぐらいであるとか、あ

るいは災害が起こった後に３日あれば確実に物が例えば届くとか、あるいは物流損失みた

いなものが定義できるとすると、それをこれぐらいにしていくとか、そういう何らかの形

でわかりやすい目標を将来に向けて提案していく、わかりやすいものがいるのではないか

なと思いました。 

 ２つ目は、物流の中でも点と面という表現を非常に強くうたわれていて、これは物流の

新しい形の見方としてわかるなという気がしたんですが、私は物流の軸と申しますか、鉄

道それから道路といったものの地域物流の軸をやはりきっちりと整備しておかないと、災

害時にまずいのではないかということを思います。この軸というようなことももう少し今
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後議論できたらと思いました。 

 あと最後１点は、制度に関するものです。連携が重要だということはいいわけですが、

ただ一方で、都市の物流の拠点として港、駅、それから平場の例えば道の駅みたいなもの

だったり、いろんな拠点をつくっていくとすると、それは一体誰がどうやってつくってい

くのかといったときに、やはり容積の緩和とか、土地利用の規制であるとか、あるいは税

制的な優遇といったもののインセンティブをどうやって設計して、そういったスペースを

つくっていくのか。これがない限り、やはり災害のリスクに冒されている、災害のリスク

下にあるさまざまな地域での安心した物流を確保することは難しいと思いますので、ここ

の制度設計が極めて重要ではないかなという印象を持ちました。 

 以上であります。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。それでは、草野委員、お願いいたし

ます。 

【草野委員】  草野です。私は物流の小委員会のほうには参加しておりませんで、今日

報告を聞きながら２点感じたことがございます。新たな連携というのがキーワードとして

出てきたと思いますけれども、これまでは物流部門に関しては民間の事業者が数々の多分、

立ちはだかる規制を１つずつ崩しながら広げていらっしゃったという分野でありますよね。

ですから、新たな連携といったときに、民間の事業者の皆さんが積極的にしかも気持ちよ

く参加できるような体制づくりというのがとても重要なのではないかなということを感じ

ました。それが１点。 

 それからもう１つ、過疎地の持続可能な物流ネットワークの構築に関してですけれども、

私のふるさともバスが２時間に１本しか来ないような過疎のところで、もちろん１時間に

１本ぐらい来てくれたらいいなとは思うんですが、大抵その住民の人たちは１５分に１本

来てほしいとはリアルには思っていないわけです。先ほど物流の全体像をどう描くかとい

うことが見えてこないと難しいのではないかというご指摘がありましたけれども、どこま

でやるか。適度なところというのはどこなのか。適当なところ、それからほどほどなとこ

ろというのはどこなのかという、その見きわめみたいなところを、せっかく民間の事業者

の方たちが広げてくださった網を切ることなく、どうできるかというところが重要だなと

感じました。 

 以上です。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。勝間委員、お願いします。 
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【勝間委員】  ３点申し上げたいことがあります。１点目が先ほどのベンチマーキング

や評価の問題についてやはり何らかの指標であり、定性的・定量的なものが今後できると

いいなと思っています。これが１点目です。 

 ２点目が、１－６あたりでほんのわずかに触れられているんですけれども、やはりハー

ドウエアに関してはいろんなことの記載内容ですか、網羅性に関してすごくよくできてい

ると思うんです。一方、労働力やソフトウエアに関して、例えば長時間労働ですとか事故

率、あるいはその中での労働条件といったものを考えますと、実は物流業界は最も悪い業

界の１つなんですよ。ですので、どんなに制度が整ったり、物流網が整っても、中で働く

人が幸せでないと全く申しわけないので、やはり物流業界の人材に対してはどのような、

規制ではないですけれども、みんなが幸せになれるような形になるかということについて

の言及が必要かなと思います。 

 ３点目が、ごめんなさい、私が確認できる範囲では見当たらなかったんですが、環境問

題に対する指摘というのはどこにありますか。 

【島田物流政策課長】  地球環境問題への対応ということで、ＣＯ２の排出削減という

ところにかなり力点を置いて書いてございます。 

【勝間委員】  それは本文の中で？ 何を言いたいかといいますと、私はカナダに行っ

て非常に感銘を受けたのが、７車線ぐらいの道路をつくっているんですが、６車線、７車

線の道路をつくると、動物がその両方を渡れなくなってしまって、生態系に影響が出るん

だそうです。その生態系に影響が出るのを防ぐために１本１億８,０００万円ぐらいの橋を

３本かけているんですよ。なので、非常に物流とかいった効率面と環境面の両方に配慮し

た政策というのに非常に感銘を受けまして、ですので、お金をかけるのであればＣＯ２だ

けではなくて、やはりそのような、さっきも人間との共生の話をしましたが、環境との共

生という観点でもある程度予算をかけてもいいようなコンセンサスづくりがあるといいと

思いました。 

 以上３点です。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。太田委員、よろしくお願いします。 

【太田委員】  私は今回の中間取りまとめにつきまして特段加筆するべきところとか、

修正するところはないと思いますので、これをこの部会の案にしていただければよいと思

っております。中身は非常に網羅的で極めて合理的でもっともらしくよく書かれていると

思います。どうしてそうなるかといいますと、今まで先生方からいろいろご指摘がありま
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したけど、基本的に物流活動というのは民間の事業でありますので、民間の事業に対して

どういう形で公共が関与するかというのは昔から非常に大きな課題だったからです。そう

いう意味では総合物流施策大綱においてもこのような施策がいいよねというのは書いてあ

るのですけど、具体に切り込むとなると、そこでいろいろな問題が起こってくるのだろう

と思います。先ほど上村先生からもご指摘がありましたけれども、難易度が高いというの

は実はそういうことで、通常民間が多様な環境の中で合理的に行動していることに対して、

公共の施策としてこういうことをやるということを提示しています。そういう意味では極

めてアグレッシブといいますか、挑戦的な報告になっていると思います。これは実際に具

体にやり始めるといろいろあつれきが起こったりするわけで、そこで先ほど議論が出てい

ましたけど、ＰＤＣＡを回してもらって、本来あるべき方向に動かしていくものだろうと

思いますので、まず、この取りまとめを出していただいて、それに基づいて政策を進めて

いただき、それをまた改良していただくことに注力していただければよいと思います。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。大串委員、お願いします。 

【大串委員】  私は両方とも参加させていただいているので、内容は大体把握している

んですけれども、やはり先ほど永峰委員がおっしゃったように優先順位をきっちりつけて、

やっていっていただきたいというのが１点です。その中で、東京オリンピックが近々行わ

れるということで、そこの項目があまり入っていないように思いますので、そこにやっぱ

り１つのハイライトを当てて、どんなふうに都市の中の物流、特に東京都心の中を回して

いくのかということを、ここで一気にドンと出すといういいタイミングじゃないかなと思

いますので、そこの項目を後ろの半年のほうでしっかり議論をしていただいて、その中で

きちんと、東京が非常に魅力的なのは都市の魅力もさることながら、物流等々、物資がき

ちんとマネジメントされていますよというところを世界にも発信できるいいチャンスじゃ

ないかなというのが１点です。 

 ２点目なんですけど、私は結構夜に運転することが多いんですが、一緒にほんとうにト

ラックの方と走ることが多くて、非常に苛酷な職場だと思います。この間、新潟の最低賃

金審議会のときもトラックの方が来られて、新潟から鹿児島まで下道で走らないと給与に

加算がないような非常に苛酷な職場ですというお話をされておりました。大事だけど大切

にしないというのは非常によくないことだと思います。失ってみて初めてわかるという意

味で、先ほど少しずつ料金が上がっていくんじゃないかという話もありました。魅力的な

職場にしていくため政策としてどんな支援ができるかというところを、今一度やっぱりし
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っかり考えてそこを押し出していかないと、ほんとうにある日物流が途絶えてしまって、

そこを賄うような人たちがいなくなるというのが、ほんとうに近くなっていると思います

ので、東京オリンピックに向けてと、もう１つは魅力的な職場に非常に素早く衣がえする

ときに施策として何ができるかということを、秋のほうでしっかり考えていきたいなと思

います。 

 以上です。 

【野尻部会長】  どうもありがとうございました。先生、お願いします。 

【家田部会長】  トリでございまして、ここであまり破滅的なことを言うと、笑いは誘

えるんですけど気の毒なんで、なるべく建設的にお話ししたいと思います。今、最後のほ

うで大串さんと羽藤さんも言ったある種の節目というのか、場所目というか、どの場所で

いつまでに何だもんねという目標感覚というか、そういうのは欲しいですねという感じが

します。そこは同感ですね。 

 それ以外のことを申し上げると、まず１点目は、例えば資料４でも資料３でも資料２で

も一緒ですけど、前のほうに「はじめに」があって、それから取り巻く社会経済状況面だ

から、外側の状況の変化は言っているんだけど、やっぱり抜けているんじゃないかなと思

うのは、これまでの物流政策のやってきたこととその限界性というようなことをみずから

もレビューして、そこできっちりと落とし前をつけるという感覚がないんだよね。それは

入れたほうがいいと思います。やや極端な言い方をして申しわけないけど、いうならば、

これまでやっている大綱だとか何とかいうのは何かお題目みたいなことを言っているとか、

それからモーダルシフト、何かやっていればいいと言っている。成果を上げたのかという

ことはどうなんだとかね。何かその刹那刹那で、景気がよくなると物流対策は大変ですよ

ね、人手不足でしょうねとかなって大騒ぎするけども、景気が悪くなった途端に忘れちま

う。こんなことをやってきましたと。そんなことじゃだめなんですと。それで、国交省と

してこうやって社整審的な世界と交政審的な世界が一致団結してやっていこうというのは

珍しいことですから、こうやって物流について本格的にやっていくんだぞという意気込み

みたいなものが、この「取り巻く社会環境」の後になるのか途中になるのかわからないけ

ど、要るなという感じがしますね。そうすると、迫力が断然違うと。１点ね。 

 それで、もしそれを敷衍していうなら、ここからは何か一応やってみるという物流政策

じゃなくて、効果を上げるという物流政策にシフトさせるんだということだと思うんです

よ。その典型がモーダルシフトで、それは鉄道貨物も結構だけど、じゃあ何％そのシェア
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が上がったんだと。下がっていく一方でしょう。じゃあ、今度はこのモーダルシフトをい

ろいろ低床化したり何かやると書いてあるけど、それで何％上げるつもりなんだとか、距

離帯でいうと何キロ帯のものをどのぐらいシェアを上げるつもりなんだとか、そこまで言

わなきゃ、単にこんなことをやってみたら何かちょっとはいいことがあるんじゃないかな

というトライアルの時代を一歩も出られないでしょう。ここをぜひ脱却するという覚悟を

示していただきたい。それが１点目です。 

 ２点目は、永峰さんがおっしゃったことに全く同感ですね。このままのレポートじゃ業

界に向けて、それぞれの業界に「何か一応あんたらのことを俺たちも考えているからさ」

ということを言っているだけに過ぎないんであって、国民に向けてのレポートという要素

をもうちょっと強化したいなと思うんです。もちろん、教育の云々とか後ろのほうにその

他で出てくるんだけど、そういうレベルの問題じゃないんだな。つまり、物流というのは

大事だということは誰しもわかっているんですけど、物は運ばれていますから。だけど、

さあ都市内の交通施策といったら、まず最初にやり玉に上がるのは大型トラックであって、

それはあっち行け、あっち行けと平気でやると。そう言っている我々自身がここにいて物

流は大事だとか言っているのはおかしな話なんだけど、そういうことが起こったり、ある

いは物流施設というと薄汚い小屋みたいな建物になっているのに、あんなものがまちの中

にあったら格好悪くてしようがない、恥ずかしいと、汚いものであると。働く環境もひど

いもんだというイメージです。だけど、例えばヤマト運輸のクロノゲート、羽田のを見た

ら、「いやいや、あんなおしゃれな施設だったらいいじゃない、まちの中にあっても」とい

う大転換ですよね、あれ。そういうような、つまりクールな、物流といったらクールだね

とか、ビューティフルだねとなるようなところにまでもっていく覚悟がなければ、やっぱ

り国民に「私たちはつらいけど頑張っていますよ」と訴えるといっても、それは「黒部の

太陽」という時代じゃないんだから、もうちょっと自分自身を転換するというのはやっぱ

りＤＮＡで入れないと、きっと永峰さんにまた怒られると思いますよ。ぜひ、そこのとこ

ろを大上段、一番後ろの「その他」で入れるんじゃなくて、前のほうに入れる。そういう

質が必要だと思います。 

 最後、ちょっと細かい話を１つ、２つ言って終わりにするんですけど、１つは大都市に

おける鉄道の利用だということで、資料１の図がいいんで、資料１の最後のページの「主

要な取組施策例②」というのがあって、左側に「大都市の活力をさらに高める円滑な物流

の確保」、「都市鉄道等の旅客輸送の輸送力を活用した」と書いてあって、下のほうに絵が
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あって、山手線の一番後ろに赤い貨物車をくっつけて運ぶというんだよね。僕はドキッと

しまして、今ほかならぬ国土交通省の中で東京の都市鉄道をこれからどうするかという議

論をしているんだけど、こんなことをやる余裕は全然ないですよね。だから、「山手線でや

るのか、本気か」とか思って、そうしたら、何だね、エレベーターを使って運ぶことにな

るんだけど、あれはすいている時間帯になんか使ったら、きっと車椅子の人に大スカンを

食いますよね。だから、おかしいなと思っていろいろ資料を見たら、後ろの参考資料で、

やっているのは京福電鉄の路面電車だといって、あそこは大都市かよと。何かここで表で

言っていることと、その事例で挙がっていることが全く乖離している。ここは少なくとも

この表現じゃ誤解を大いに与えるし、妙な期待をされて結局何もできませんでしたという、

国交省の時々やるへまの二の舞になるのは目に見えているんで、もうちょっと大都市で何

ていうことを言うんじゃなくて、できる環境でですよね。路面電車というのは上下移動が

要りませんからこういうことがやりやすいんであってね。少し冷静なリアリティーを考え

た表現をやっていただきたいというのが１点、ここは僕は直したほうがいいと思います。 

 それから、最後、もう１点だけいうと、道路のほうについていえばＥＴＣ２.０でいろん

なことができて、これが道路の政策というよりは道路交通の政策として大いにサイエンテ

ィフィックでスマートな物流というのに貢献できると思うんだけど、そういう流れのほう

でやるだけじゃなくて、物流のスマートインターなんていうのもより積極的に捉えて、そ

れこそ圏央道あたりには随分いろんなものを立地していますけども、少し物流という面か

らスマートインターとそれからその周辺の立地、施設整備みたいなところにも、もう一言

の言及が要るんじゃないかなという感じを受けました。 

 以上でございます。大変建設的な話だったでしょう？ 

【野尻部会長】  いや。（笑）どうもありがとうございました。家田部会長に全部まとめ

ていただきましたので、ありがとうございました。それ以上追加することはないと思いま

すが、お聞きしておりますと、やはり物流政策としてあるべき姿、理想論というものを掲

げながら、当面緊急的に対処するもの、しかもそれを具体的に実行できるような書きぶり

というんでしょうか、提案がこのまとめにあればいいなというようなことにつきましては、

委員の皆様ほぼ共通だったのではないかと思いますし、私自身もそういうふうに思ってい

るところでございます。今、一通り委員の皆様からご意見を承りましたが、ここの場で事

務局のほうで何かご回答できるものがあれば。どうぞ。 

【羽尾物流審議官】  さまざまなご意見、ご指摘をありがとうございました。今回は中
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間整理ということで、これからの物流のあり方をどのようにしていくかという議論につい

て大きな部分は秋以降に委ねられているものがあるかとは思いますが、小委員会などでの

議論も含めまして若干コメントをさせていただきますと、特に皆さんから１つあったのは、

物流の今後の将来像というか、これからのあるべき姿といったものをきちっと示していく

べきではないかと。そのプロセスで、今までの行政あるいは今までの私たちの取り組みも

総括しながらと、これは私どももその必要があるとは思っています。ベースとしてはやは

り物流大綱や交通政策基本計画あるいは社会資本整備計画などで基本のことは書いてござ

いますが、それらの中でもさらなる検討を要するというふうに先に委ねられたことも多く

ございます。したがって、そういったことも片づけながら将来像を示していかないといけ

ないんですが、物流についていつも触れる触れ方というのが大体、無理・無駄のないだと

か、あるいは３Ｋでないようにしましょう、危険・きついがないようにしましょう、わり

とネガティブなことを否定する、そういうイメージだけで来ておりまして、物流自体をど

ういうふうにするんだというイメージがあまり打ち出されていないというのが、残念なが

ら今までのことだと思います。先ほどクールでビューティフルだというふうに家田先生か

らもありましたが、私どももそういうものを秋以降きちっと打ち出せていけば、物流業界

の方々も、あるいは物流業界と一緒に取り組んでいく荷主の方や自治体の方々も、物流が

こういうのを目指しているんだというときにポジティブイメージで打ち出すことが必要で

はないかと思っています。 

 そういう意味で、それらの議論はこれから必要なんですが、それをイメージするときに

まさにこの小委員会の報告、あるいは今日の取りまとめにありますように、やはりどうい

う観点が必要かというときに、これは実は小委員会でもきちっとしたキーワードを使うべ

きじゃないかとか、もっとアピールするワードを使うべきだと言われています。ざっと見

ますと、例えば１つは今よくあるインフラのストック効果、あるいは賢く使うというのが

出ています。あるいは、ＪＲ貨物などのモーダルシフトでいえば、もっと無駄なスペース

を多く活用していく、今回私どもは潜在的な輸送力と言っていますが、どうやってそうい

った今あるものをうまく使っていくかというものが１つあるかと思います。 

 それから、もう１つ、これは秋以降の議論ですが、技術を、あるいは新しい技術、ある

いはせっかくある情報をもっとうまく使うと。これは小委員会でもビッグデータをうまく

使えばいいじゃないかとか、ＥＴＣなり、あるいはそういった関連の機器をうまく使って、

そういったデータをもっと使うというのが必要ではないかと言われています。 



 -37-

 それから秋以降、議論しないといけないのは国際物流、これはまさにヨーロッパ、アメ

リカ企業との競争に勝たないといけないので、日本の物流企業の強みをどうやって発揮し

ながら弱みを克服していくか。これも知恵を使ってそういうことをうまくやっていかない

といけないと。災害に強いというのも、そういった点で無駄に投資すればいいわけじゃな

くて、効率的にやっていかないといけない。こういったものをトータルであらわしてポジ

ティブにやっていかないといけない。これが私どもまだこれからの課題なのではないかな

と思います。今申したような諸課題に対応できるという意味では、やっぱりもう少し物流

業自身が将来的にも知能というか知恵をもっと使って、いわゆる、さっき賢く使うという

ようにありますが、もう少し物流自体が賢く対応していくというイメージでそれらの諸課

題を対応していくというようなもので、ポジティブイメージを出していくことが必要では

ないのかなと思いながらおるというところであります。 

 そして、そのポジティブイメージが、今日もう１つ多くの皆さんからご指摘いただいた

国民の理解を得る、あるいはＰＲをするということにつながっていくんだと思っておりま

す。物流産業だけでＧＤＰの５％を占める巨大産業でもありますし、労働者の３％を占め

ると。これぐらいの巨大産業のわりに理解をされていない、あるいは縁の下の力持ちにな

っているというのも事実でありまして、これも先ほど申したポジティブな将来像とあわせ

てどういうふうにＰＲしていくか。私ども行政もそれらの部分にどういうふうに支援して

いくかという観点で、これから秋以降の議論にも対応していきたいと思っています。 

 それから、個別のところでまさに短期的な話と中長期、あるいはもっと長い話と分けて

議論ということでありました。１つやはり今短期的な話としては、効率性を上げて労働力

不足に対応していくということが大事なことでございます。そして、それは単に効率性を

上げて省労働力化することのみならず、今日も議論がありましたきちっと賃金をいただく、

運賃をいただくといったことで、適正な収受を図るといったことも重要でありますし、そ

れから、自分たちの事業の内容をちゃんと見える化して荷主に理解をしてもらうといった

取り組みも大事だと思っています。そういったことを支援するような形で、短期的なこと

はきちっとやっていきたい。さらに、モーダルシフトなども、まさに去年の東海道本線の

事故で１０日間もとまってしまったというようなこともあります。これらも直ちにやらな

いといつ起こるかわからないという意味では、直ちにやっていかないといけないことだと

思います。 

 それから、先ほどあったオリンピック・パラリンピックも５年先でありますが、これに
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備えるという意味でも都市内の物流をもっとスムーズにしておかないと、旅客の輸送にも

あるいは人流にも影響を与えることになりますし、そのベースとなる建物の物流への配慮

というか考慮をきちっとさせていくといったことも早急に取り組んでいかないといけない

と思っています。 

 さらに、すぐやるべきこととしては、ご指摘いただきました過疎地の物流、こういった

ものもすぐにやらないといけないと思っていまして、現在も今年度予算でモデル事業とし

て各自治体に募って既に５つのプロジェクトを始めております。そして、それらを実際に

やってみて課題を抽出して、それらをすぐに制度改正とか、あるいは予算面などでの補塡

などでいろいろ支援などを考えるといったことも含めて対応をしていかないといけないと

思っています。その場合にも、やはり全体像にもかかわるんですが、新たな連携というふ

うに言っていますが、私どもはこれまでの総括でこれから議論をいたしますが、市場原理

の中で競争に委ねていた、そのことによって物流が便利になってきたのも事実であります。

その民間企業の活力をそがないように、民間企業の競争はゆがめないように、しかし、民

間企業の方々自身が既に現段階で行政からもっと支援してくださいと。今例を挙げられた、

例えば行政の規制と闘って宅配をつくってきた、そういった事業者自身も今、生産性が過

疎地で落ちて、やはり行政の支援がないとやっていけないんですと言っています。そうい

ったものは競争はゆがめない範囲でどういうふうに連携をしながら取り組んでいくか。そ

の場合に私どもは国としてでは届かない部分は、やはり自治体が地域の意見を聞いてやっ

ていくことが大切なんだと思っています。 

 そして、そういったことをいろんな施策、短期的にやることもやっていきますが、これ

らはやはり指標を持ってやっていかないといけないし、ＰＤＣＡを回していかないといけ

ない。これも私どもは認識しています。そして、この答申に向けるプロセスで、新たな物

流としてどういう指標、どういう目標をつくっていくのか。これはまさに先ほどの将来像

とともに、ぜひ皆さんのご指摘をいただきながらそういったものを確立することができれ

ばと思っている次第でございます。 

 最後に、家田先生からもこの都市鉄道を使ってというところで、この絵が何となく山手

線をイメージさせる絵でありまして、私どもはやはり発想の原点は京福電鉄が京都市内で

路面電車をやって有効に使っていると。こういうのからどういうふうにどこまで発展させ

ていくかというふうに思っています。ただ、東京都内を見ても、現実にはヤマト運輸、佐

川運輸、日本郵便などのトラックが首都圏で１日千数百台のトラックが動き回っていると。
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そこに労働力不足になって、そういう今申したような宅配業者自身がそのトラックを運行

するのをもっと効率化し生産性を上げたいというときに、鉄道のあきスペースがあるので

あればそれを使ってということであります。実は鉄道会社自身もこのような立派で常に満

員の電車ではなくて、わりと人口減少がもう迫っていて、しかもわりとあきスペースのあ

る、あるいはあき時間帯のある鉄道などもありまして、そういうところはもっと将来の人

口減少を見越せば、自分たちの鉄道の輸送力を有効に使いたいという観点で、実は宅配の

一部を運ぶということに関心を持ち、触手を伸ばしているところもあります。そういった

意味でそれらをうまくマッチングしながら、全体としての都市内のあるいは地域内の物流、

そして人流を円滑にするというのも課題としてはあるんだと思って、これからいろんなこ

とをやりながら、家田先生がおっしゃったように、ちゃんと目標をもとにやりながら、や

れるものはもっといきますし、やれないものは諦めるといったプロセス、トライも考えな

がらやっていきたいと思っています。 

 その他、いろんな例えば容積率あるいは土地利用、税制などで物流拠点の整備をどうい

うふうにするかといったご指摘もいただきました。私どもも物流施設が例えば土地利用な

りあるいは容積率をうまく使っているのかという点には課題があると思いますので、そう

いった点もさらにもう少し勉強を深めていきたいと思っている次第でございます。 

 ちょっと簡単でございますが、コメントさせていただきました。 

【野尻部会長】  ありがとうございました。委員の皆様、ほかに何かご意見はございま

すでしょうか。そろそろ約束の時間も近づいてまいりましたので、この中間取りまとめの

案につきまして、本日委員の皆様からいただいたご意見をできるだけ反映して、最終的な

取りまとめにさせていただきたいと思っております。 

 なお、ご意見の反映のさせ方につきましては、家田部会長と私のほうにご一任をいただ

きたいと思うのでございますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【野尻部会長】  ありがとうございます。それでは、できるだけ多くのご意見を反映す

るように、また、今後年内に予定している答申に向けて議論を進めさせていただくことに

いたします。 

 議事次第のほう、もう１つございまして、議事２が「今後の検討の進め方について」で

ございます。これにつきまして事務局からご説明をいただきたいと思います。 

【島田物流政策課長】  資料５に今後の進め方ということで、１枚つけさせていただい
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ております。今後、９月から１０月にかけまして小委員会のほうで技術導入、あるいは国

際競争力強化等々につきましてヒアリング、審議等をしていただいた上で、１０月から１

１月にかけて第３回の合同の部会を開かせていただいて、さらに年末、１２月に第４回を

開かせていただいて答申を出していただくというふうなスケジュールで考えてございます

ので、よろしくお願いいたします。 

【野尻部会長】  ありがとうございました。事務局からは資料５のようなスケジュール

に基づいて今後進めたいというご提案でございました。これについてはいかがでございま

しょうか。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、事務局の原案をもとに今後進めていただきたいと思っております。 

 以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして、本日の合同会議を終了

させていただきたいと思います。 

 最後に事務局から連絡事項があるようでございますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局】  野尻部会長、ありがとうございました。 

 事務局から３点、ご連絡をさせていただければと思います。まず、本日の会議資料につ

きましては、そのまま置いていっていただければ後日郵送させていただきますので、結構

でございます。 

 次に、中間取りまとめにつきましては、本日いただきましたご意見を反映する作業をさ

せていただきました上で、両部会長のご了承をいただき次第、委員の皆様にお知らせをさ

せていただきますとともに、プレスリリースをさせていただく予定でございます。 

 それから、次回の合同会議の日程につきましては、先ほどお示ししましたスケジュール

案のとおり、１０月の下旬から１１月上旬のあたりで日程調整をさせていただきまして、

日程を確定し次第、ご連絡を申し上げたいと考えております。 

 以上をもちまして本日の合同会議は全て終了となります。本日はまことにありがとうご

ざいました。 

 

── 了 ── 


